
 

住宅用火災警報器ってなに？ 

 

火災により発生する煙または熱をいち早く感知し、 

音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。 

 

新発田地域広域消防本部管内では、 

平成２３年６月１日から全ての住宅に設置が義務化されました。 

 

どこに設置するの？ 

 

全ての寝室と階段（寝室が２階以上にある場合） 

 

その他に火を扱う台所や、在室時間が長い居室への設置もお勧めします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

どんな種類があるの？ 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 単独型 

火災を感知した住宅用火災警報器だけが火災の発生を知らせます。 

 

連動型 

火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動するすべての住宅用火災警報器が火災の発生を知らせます。 

 

補助警報装置 

高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光で火災の発生を知らせる補助警報装置の設置をおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（おススメ） 

煙式  

 

適応：寝室、階段など 

 

火災による煙を感知して、 

火災の発生を知らせます。 

 

設置が義務付けられているのは、 

この煙式です。 

 

熱式  

 

適応：台所など 

 

火災による熱を感知して、 

火災の発生を知らせます。 

 

新発田地域広域消防本部管内では設置の

義務はありませんが、設置をお勧めして

います。 

 

（おススメ） 

出典：総務省消防庁HP 

 



 

 

効果はあるの？ 

 

設置の効果は抜群です！ 

以下をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省消防庁 HP 

  



 

 

点検してみよう！ 

 
せっかく設置しても、正常な状態でなければ意味がありません。 

定期的に点検して、電池切れや故障がないか確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般社団法人 日本火災報知機工業会 HP 

  



 

 

１０年たったら取りかえる！ 

 

 

古くなった住宅用火災警報器は、 

部品の寿命や電池切れで火災を正常に感知できなくなるおそれがあります。 

設置から１０年を目安に取りかえましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

付けててよかった！ 

住宅用火災警報器 

 
平成２１年～令和３年７月までに、 

新発田地域広域消防本部消防管内では、３５件の奏功事例がありました。 

 

そのうちの３つを紹介します。 

 

 

・寝室のロフト部分で就寝中の家人が、住宅用火災警報器の鳴動音により目を覚ましたところ、部屋の中 

が煙と熱気で充満していた。すぐに避難したため、怪我をせずに済んだ。 

 

 

・ヘアードライヤーで濡れた衣服を乾燥中に入浴していたところ、住宅用火災警報器の鳴動音に気付い 

た。確認すると衣類とヘアードライヤーが燃えているのを発見。布団をかぶせて消火した。火災の早期発 

見により被害の軽減につながった。 

 

 

・共同住宅の住人が鍋をこんろにかけたまま忘れてしまい、住宅用火災警報器が鳴動した。別の部屋の住 

人が鳴動音と臭いに気付き１１９番通報した。火災の早期発見、早期通報のおかげで火災にならずに済ん

だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

住宅用火災警報器の 

設置支援を行っています。 
  

 

住宅用火災警報器を購入しても取付けが難しい場合には、 

消防職員が取り付けのお手伝いをします！ 

事前に住宅用火災警報器の購入をお願いします。 

 

費用はもちろん無料です。 

 

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

新発田地域広域消防本部 予防課  

直通：０２５４－２２－８０９６ 


